
番号 質問

1
案内板-Aの設置箇所へ３ｔユニックを横付けできますか。門、通路
は通れますか。

2
設置箇所、撤去箇所において、車両が横付けできない箇所はあり
ますか。ある場合はどこでしょうか。

3
駒札と解説サイン-D は基礎の形状が同じです。
このまま見積りすればよいでしょうか。

4 工事費積算出典調書のご提示をお願い致します。

5
見積参考資料(参考歩掛、材料単価等)及び各項目の数量計算書
（材料計算書）のご提示をお願い致します。

6

床掘り、埋め戻し、土砂等運搬の積算で採用されている使用機械
はバックホウ山積0.28ｍ3（平積0.2m3)、4ｔﾀﾞﾝﾌﾟでよろしいでしょう
か。
作業場所によっては使用機械の搬入が困難な場所があると思いま
す。実際作業で使用する機械等で設計変更をしてもらえますか。

7
作業場所までの重機の搬入経路等の養生、設置箇所での砂利、
表土（芝等）の撤去復旧費はどうのようになっていますか。

8
駒札リーフ台なしの詳細図のないのでしょうか。
解説サイン-Dと同じと解釈してもよろしいでしょうか。

9
案内板-A・解説サインD・駒札（設置箇所によりますが）のコンク
リートの小型割増し及び現場内小運搬の有り無しについて教えて
下さい。

10
均しコンクリート ｔ=5cm について、16-8-40BBになっていますが工
事特記仕様書　5.（5）では18となっていますので18-8-25（20）BBと
し積算してもよろしいでしょうか。

11
サイン設置費についてメーカーの参考見積もりを採用されているの
でしょうか。採用されている場合、労務費の補正はどのようにしたら
よいか教えてくさい。

12
案内板-Aの設置箇所について、樹木2本、石柱等が支障となると
思います。撤去については設計変更の対象となりますか。

13 駒札撤去費について、採用されている歩掛を教えて下さい。

14
木材運搬の採用されている歩掛及び車両ついて何で計上さている
か教えて下さい。

質問にあるコンクリート（基礎ブロック）に係る経費は金額に含めてく
ださい。

「令和7年度京都御苑桂宮邸跡等標識整備工事」の質問に対する回答書

回答

案内板-Aの設置箇所へ３ｔユニック程度の横付けを想定していま
す。また、桂宮邸跡の歩道入口は通行できないため、バックヤード
側からの車両搬入を想定しています。搬入経路については必要に
応じて監督職員と協議します。

設置箇所、撤去箇所において、車両が横付けできない箇所は想定
していません。搬入・搬出経路は必要に応じて監督職員と協議しま
す。

貴見のとおりです。

提示は行っておりません。

提示は行っておりません。

使用機械の想定は貴見のとおりです。
現場条件に応じた機械の変更については、監督職員と協議のうえ
設計変更の対象とします。

現場状況に応じて監督職員と協議します。

貴見のとおりです。

均しコンクリートは、18-8-25（20）BBと同様としてください。

サイン設置費については見積を採用しているため、労務費の補正
は対象外としています。

現場条件に応じた撤去の追加については、監督職員と協議のうえ
設計変更の対象とします。

駒札撤去費については見積を採用しており、歩掛の提示は行って
おりません。

撤去運搬は土木工事標準積算基準を採用しています。歩掛の提示
は行っておりません。
車両は2ｔダンプ車を想定しています。



15
木材処分の比重について　1ｔ当たり何ｍ3で計上されているか教え
て下さい。

16
木材部分以外の銅板、ビス、案内文（ラミネート）等の処分につい
てどのようになっていますか。

木材部分以外の銅板、ビス等の金属くず処分については、監督職
員と協議のうえ設計変更の対象とします。

木材処分数量について比重計算は行っていません。


